


    悩み

     子どもが大学と予備校だったので、学費のことを悩んだ。 


    助言

    
              【学費（教育費）の支援制度：　奨学金制度】




  
  奨学金制度とは、学ぶ意欲と能力のある子ども達が、家庭の事情や経済的理由により進学をあきらめることなく、自らの能力や適性等にあった進路を自由に選択できるように経済的、精神的に支援していく制度です。
親の年収や子どもの成績などに一定の条件はありますが、高校や大学等に進学する場合の学費等を借りることができます。教育資金が足りなくなってしまった時や、リストラなどによる親の失業や収入減などで学費の支払いが困難になった場合にも活用されています。
1.　独立行政法人　　
(1)　人物・学業ともに優秀でかつ健康でありながら経済的理由により修学困難な学生に対し、学費の貸与を行っています。
(2)　無利子と有利子（年利上限3％：平成28年8月現在）のものがあります。
(3)　返済は卒業後になります。
(4)　奨学金は、高校・大学・短期大学・大学院等に入学時から卒業までの標準修業期間にわたって貸与されます。
(5)　通常の奨学金とは別に、年間を通じて随時申請可能な「緊急採用・応急採用奨学金」があります。例えば、保護者の失職、倒産や災害等により家計が急変したような緊急の場合に利用が可能です。また、高校奨学金事業採用手続きは、各都道府県で行われています。
(6)　奨学金の申し込みや相談は、お子さんが通っている（在学している）学校を通じて行われていますので、学校の担当者にご相談ください。
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